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【告示】

番 号 表 題 担当課名

３９３ 計量器の定期検査を実施する件 工業技術センター

３９４ 第４８期使用者委員の補欠委員について候 労働雇用戦略課

補者の推薦を求める件

３９５ 特別保護地区を指定するに当たり指針案を 鳥獣対策・ふるさと

公衆の縦覧に供する件 創造課

３９６ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に 同

関する法律の規定による公聴会を開催する

件

３９７ 基本測量を終了した旨の通知があった件 用地対策課

３９８ 公共測量を実施する旨の通知があった件 同

３９９ 公共測量を終了した旨の通知があった件 同

４００ 道路の区域を変更する件 道路整備課

４０１ 同 同

４０２ 同 同

４０３ 都市計画法の規定による工事が完了した件 都市計画課



【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

５０ 地方自治法の規定による条例の制定又は改

廃の請求及び監査の請求をする場合の県議

会議員及び知事の選挙権を有する者の５０

分の１の数を告示する件

５１ 地方自治法の規定による県議会の解散の請

求，知事の解職の請求及び主要公務員の解

職の請求をする場合の県議会議員及び知事

の選挙権を有する者の総数のうち４０万を

超える数に６分の１を乗じて得た数と４０

万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数を告示する件

５２ 地方自治法の規定による県議会議員の解職

の請求をする場合の各選挙区における県議

会議員の選挙権を有する者の３分の１の数

を告示する件

５３ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の規定による県教育委員会の教育長又は委

員の解職の請求をする場合の知事の選挙権

を有する者の総数のうち４０万を超える数

に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分

の１を乗じて得た数とを合算して得た数を

告示する件



徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
期
検
査
を
行
う
区
域

、
そ
の
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
、
そ
の
実
施
の
期
日
及
び
場
所
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。
た
だ
し
、

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
で
行
う
検
査
に
あ
っ
て
は
、
実
施
の
期
日
を
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら

同
年
十
二
月
二
十
三
日
ま
で
と
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

実
施
の

対
象
と
な
る

実

施

の

期

日

受

付

時

間

実

施

の

場

所

区
域

特
定
計
量
器

小
松
島

計
量
法
施
行

令
和
四
年
八
月
二
十
五
日

午
前
十
時
か
ら
正
午

小
松
島
市
立
江
町
字
清
水
一
八
四

市

令
（
平
成
五

ま
で

番
地
の
一

年
政
令
第
三

立
江
公
民
館

百
二
十
九
号

午
後
一
時
か
ら
午
後

同

坂
野
町
字
平
田
二
四
番

）
第
十
条
第

三
時
ま
で

地
の
二

一
項
に
規
定

坂
野
公
民
館

す
る
特
定
計

同

二
十
六
日

午
前
十
時
か
ら
午
後

同

和
田
島
町
字
西
浜
手
一

量
器

三
時
ま
で

〇
番
地
三
三

和
田
島
漁
業
協
同
組
合

同

二
十
九
日

同

同

横
須
町
一
番
一
号

小
松
島
市
役
所

同

三
十
日

同

同

名
東
郡

同

三
十
一
日

同

名
東
郡
佐
那
河
内
村
下
字
西
ノ
ハ

ナ
三
一
番
地

佐
那
河
内
村
役
場

徳
島
市

同

九
月
六
日

午
前
十
時
か
ら
正
午

徳
島
市
入
田
町
春
日
一
二
一
番
地

ま
で

の
一徳

島
市
入
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

午
後
一
時
か
ら
午
後

同

上
八
万
町
樋
口
六
一
番
地

三
時
ま
で

徳
島
市
上
八
万
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

同

七
日

午
前
十
時
か
ら
正
午

同

不
動
本
町
二
丁
目
一
七
八

ま
で

番
地
の
一

徳
島
市
不
動
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

同

八
日

同

同

国
府
町
日
開
九
四
四
番
地

の
一徳

島
市
南
井
上
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

午
後
一
時
か
ら
午
後

同

西
黒
田
字
南
傍
示

三
時
ま
で

二
七
一
番
地

徳
島
市
北
井
上
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー



同

九
日

午
前
十
時
か
ら
正
午

同

府
中
五
九
番
地
の

ま
で

四
徳
島
市
国
府
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

午
後
一
時
か
ら
午
後

同

応
神
町
吉
成
字
西
吉
成
九

三
時
ま
で

一
番
地
の
五

徳
島
市
応
神
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

同

十
二
日

午
前
十
時
か
ら
午
後

同

川
内
町
沖
島
二
六
〇
番
地

三
時
ま
で

徳
島
市
川
内
公
民
館

同

十
三
日

同

同

庄
町
五
丁
目
四
八
番
地
の

五
徳
島
市
加
茂
名
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

同

十
四
日

同

同

北
前
川
町
二
丁
目
七
番
地

の
三徳

島
市
渭
北
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

同

十
五
日

同

同

佐
古
四
番
町
七
番
一
号

徳
島
市
佐
古
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

同

十
六
日

同

同

同

十
月
三
日

同

同

北
沖
洲
四
丁
目
一
番
三
八

号
徳
島
市
中
央
卸
売
市
場

同

四
日

同

同

同

五
日

同

同

福
島
二
丁
目
四
番
二
四
号

徳
島
市
渭
東
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

同

六
日

同

同

東
山
手
町
二
丁
目
二
五
番

地
徳
島
市
新
町
公
民
館

同

七
日

同

同

八
万
町
内
浜
八
〇
番
地
の

一
四徳

島
市
八
万
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー

同

十
一
日

午
前
十
時
か
ら
正
午

同

多
家
良
町
小
路
地
一
〇
番

ま
で

地
徳
島
市
多
家
良
中
央
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー

午
後
一
時
か
ら
午
後

同

勝
占
町
中
須
七
六
番
地
の

二
時
ま
で

二
徳
島
市
勝
占
中
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー

午
後
三
時
か
ら
午
後

同

大
原
町
中
須
一
七
番
地
の



四
時
ま
で

二
徳
島
市
勝
占
東
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー

同

十
二
日

午
前
十
時
か
ら
午
後

同

中
央
通
四
丁
目
一
八
番
地

三
時
ま
で

徳
島
市
東
富
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

同

十
三
日

同

同

中
昭
和
町
三
丁
目
八
一
番

地
徳
島
市
昭
和
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

同

十
四
日

同

同

津
田
町
四
丁
目
五
番
五
五

号
徳
島
市
津
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

同

十
七
日

同

同

幸
町
二
丁
目
五
番
地

徳
島
市
役
所

同

十
八
日

同

同

小
松
島

同

十
一
月
一
日

同

小
松
島
市
横
須
町
一
番
一
号

市
及
び

小
松
島
市
役
所

名
東
郡

徳
島
市

同

八
日

同

徳
島
市
幸
町
二
丁
目
五
番
地

徳
島
市
役
所

徳
島
市

同

八
月
二
十
五
日
か

午
前
九
時
か
ら
午
後

同

雑
賀
町
西
開
一
一
番
地
の

、
小
松

ら

四
時
ま
で

二

島
市
及

同

十
二
月
二
十
三
日

徳
島
県
立
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー

び
名
東

ま
で

郡

（
県
の
休
日
（
徳
島
県
の
休

日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元

年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第

一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第

二
号
に
掲
げ
る
日
を
い
う
。

）
を
除
く
。
）



徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

徳
島
県
労
働
委
員
会
の
第
四
十
八
期
の
使
用
者
委
員
の
補
欠
委
員
に
つ
い
て
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
十
二
第
三
項
及
び
労
働
組
合
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り

候
補
者
の
推
薦
を
求
め
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

補
欠
委
員
の
数

一
人

二

推
薦
資
格

本
県
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
す
る
使
用
者
団
体
と
す
る
。

三

使
用
者
委
員
候
補
者
の
資
格

法
第
十
九
条
の
十
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
欠
格
者

及
び
法
令
の
規
定
に
よ
り
兼
職
に
関
す
る
制
限
を
受
け
る
者
で
な
い
こ
と
。

四

推
薦
期
間

令
和
四
年
六
月
十
四
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
四
日
（
金
曜
日
）
ま
で

五

推
薦
手
続

こ
の
推
薦
手
続
に
参
加
す
る
使
用
者
団
体
は
、
推
薦
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
提
出
す
る

こ
と
。

１

定
款
又
は
会
則

２

事
業
計
画

３

役
員
名
簿
（
役
職
名
、
氏
名
、
所
属
事
業
所
名
及
び
生
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）

４

会
員
名
簿

５

労
働
組
合
に
関
す
る
業
務
参
考
資
料

六

推
薦
の
方
法

こ
の
推
薦
手
続
に
よ
り
提
出
す
る
書
類
は
、
徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
労
働
雇
用
戦
略
課
に
提
出
す

る
こ
と
。



徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
別
保
護
地
区
を
指
定
し
た
い
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関

す
る
指
針
の
案
（
以
下
「
指
針
案
」
と
い
う
。
）
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
公
告
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四

日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
知
事
に
指
針
案
に
つ
い
て
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

特
別
保
護
地
区
の
名
称

大
歩
危
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

二

特
別
保
護
地
区
の
区
域

三
好
市
の
一
部
（
区
域
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
指
針
案
に
添
付
の
図
面
の
と
お
り
）

三

特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

指
針
案

１

特
別
保
護
地
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地

２

特
別
保
護
地
区
の
指
定
目
的

こ
の
区
域
は
、
ケ
ヤ
キ
、
コ
ナ
ラ
等
の
原
生
的
な
自
然
が
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
一
部
に
は
ヒ
ノ

キ
、
ス
ギ
等
の
壮
齢
林
と
の
混
交
林
も
含
ま
れ
、
多
種
多
様
な
鳥
獣
の
良
好
な
生
息
地
と
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
特
別
保
護
地
区
に
指
定
し
、
良
好
な
生
息
地
の
確
保
を
図
る
。

五

縦
覧
場
所

徳
島
県
農
林
水
産
部
鳥
獣
対
策
・
ふ
る
さ
と
創
造
課
鳥
獣
対
策
担
当
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
保

健
福
祉
環
境
部
環
境
担
当
及
び
三
好
市
役
所



徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
聴
会
を
次
の
と
お

り
開
催
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

日

時

場

所

案

件

令
和
四
年
七
月
六
日
（
水

三
好
市
池
田
町
マ
チ
二
四
一
五

大
歩
危
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
（
三

曜
日
）
午
後
二
時
か
ら

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好

好
市
、
既
指
定
、
面
積
百
四
十
四
ヘ
ク
タ
ー

庁
舎
大
会
議
室

ル
、
存
続
期
間
一
〇
年
間
）
の
再
指
定
に
つ

い
て

備
考

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
保
健
福
祉
環
境
部
環
境
担
当
（
電
話
○
八
八
三

五
三

二
〇
六
〇

―
―

）



徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
令
和
四
年
徳
島
県
告
示
第
七
十
三
号
（
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ

っ
た
件
）
で
公
示
し
た
基
本
測
量
を
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門



徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
徳
島
河
川
国
道
事
務
所
長
か
ら
、
次
の
よ
う
に
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

測

量

の

種

類

測

量

を

す

る

地

域

測

量

を

す

る

期

間

公
共
測
量
（
用
地
測
量
）

板
野
郡
松
茂
町
の
一
部

令
和
四
年
四
月
二
十
九
日
か
ら

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
那
賀
川
河
川
事
務
所
長
か
ら
、
令
和
四
年
徳
島
県
告
示
第
十
八
号
（
公

共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
件
）
で
公
示
し
た
公
共
測
量
を
令
和
四
年
二
月
二
十
八
日
終
了

し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門



徳
島
県
告
示
第
四
百
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
那
賀
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
四
年
六
月
十
四
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

一
般
国
道

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路

線

名

区

間

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

那
賀
郡
那
賀
町
掛
盤
字
五
倍
木
回
り

四
・
五
〜
一
三
・
〇

四
〇
・
〇

五
番
六
地
先
か
ら

旧

同

一
九
三
号

九
・
一
〜
一
六
・
五

八
六
・
〇

六
番
二
地
先
ま
で

同

新

九
・
一
〜
一
六
・
五

八
六
・
〇



徳
島
県
告
示
第
四
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
那
賀
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
四
年
六
月
十
四
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

一
般
国
道

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路

線

名

区

間

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

那
賀
郡
那
賀
町
掛
盤
字
三
田
回
り
四

三
・
五
〜
一
七
・
五

三
五
・
〇

番
五
地
先
か
ら

旧

同

一
九
三
号

九
・
一
〜
一
六
・
五

七
一
・
〇

七
番
四
地
先
ま
で

同

新

九
・
一
〜
一
六
・
五

七
一
・
〇



徳
島
県
告
示
第
四
百
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
那
賀
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
四
年
六
月
十
四
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

一
般
国
道

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路

線

名

区

間

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

那
賀
郡
那
賀
町
掛
盤
字
三
田
回
り
一

三
・
五
〜
八
・
五

一
九
七
・
〇

一
番
六
地
先
か
ら

旧

同

字
上
榎
回
り
一

一
九
三
号

八
・
七
〜
二
七
・
五

一
六
〇
・
〇

二
番
二
地
先
ま
で

同

新

八
・
七
〜
二
七
・
五

一
六
〇
・
〇



徳
島
県
告
示
第
四
百
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
工

事
が
完
了
し
た
こ
と
を
公
告
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
者

地
域
の
名
称

住

所

氏

名

鳴
門
市
大
津
町
木
津
野
字
養
父
ノ
内
二
七
番
一
、

鳴
門
市
撫
養
町
南
浜
字
東
浜

株
式
会
社
東
京
不
動
産

二
八
番
一
の
一
部
、
二
九
番
一
の
一
部
、
二
九
番

五
〇
五
番
地

二
及
び
三
〇
番
の
一
部
並
び
に
字
池
ノ
内
一
番
一

の
一
部

同

撫
養
町
斎
田
字
西
発
三
三
番
三
及
び
三
七

同

斎
田
字
北
浜

有
限
会
社
す
ま
い
る
計

番
並
び
に
三
三
番
三
及
び
三
七
番
の
各
地
先
市
有

五
七
番
地

画

地同

大
麻
町
市
場
字
喜
来
前
六
番
二
の
一
部
及

板
野
郡
板
野
町
大
寺
字
王
子

森

蘭

び
六
番
三

一
四
八
番
地
二

小
松
島
市
田
浦
町
字
中
村
五
四
番
一
の
一
部

小
松
島
市
田
浦
町
字
中
村
五

林

孝
典

三
番
地
の
三

林

奈
緒

同

芝
生
町
字
狭
間
一
〇
番
一
及
び
一
一
番

同

和
田
島
町
字
松
田

西
内

琢
己

新
田
二
二
四
番
地
の
二
五

エ
ク
リ
ュ
和
田
島
Ｂ
棟

同

日
開
野
町
字
崎
田
二
三
番
一

同

金
磯
町
三
番
九
三

橋
本

浩
正

号

吉
野
川
市
鴨
島
町
森
藤
字
滝
ノ
上
四
五
六
番
四

吉
野
川
市
鴨
島
町
森
藤
四
五

笠
井

新
次

七
番
地

笠
井

華
那
恵

同

西
麻
植
字
大
東
三
三
番
一
の
一

同

西
麻
植
字

𠮷
原

鮎
香

部

大
東
三
四
番
地
一

美
馬
市
脇
町
字
拝
原
一
七
八
一
番
一
及
び
一
七
八

徳
島
市
山
城
西
三
丁
目
一
一

株
式
会
社
ク
ラ
フ
ト

一
番
二

番
地
二



名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
一
一
四
一
番
一
及
び

小
松
島
市
大
林
町
字
森
ノ
本

有
限
会
社
サ
ニ
ー
コ
ー

一
一
四
一
番
五

一
九
の
一

ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

同

高
川
原
字
高
川
原
一
四
一
三
番
一

美
馬
市
脇
町
大
字
脇
町
八
一

有
限
会
社
新
町
建
設

及
び
一
四
一
六
番
一

三
番
地
一

板
野
郡
松
茂
町
長
岸
字
南
須
六
九
番
一

板
野
郡
松
茂
町
広
島
字
南
川

森

和
樹

向
五
一
番
地
一
〇

同

北
島
町
中
村
字
本
須
二
八
番
及
び
二
八
番

鳴
門
市
撫
養
町
斎
田
字
北
浜

有
限
会
社
す
ま
い
る
計

地
先
町
有
地

五
七
番
地

画

同

鯛
浜
字
川
久
保
一
五
八
番
一
及
び

東
京
都
新
宿
区
高
田
馬
場
三

ア
イ
デ
ィ
ホ
ー
ム
株
式

一
五
九
番
一

丁
目
四
六
番
二
五
号

会
社

同

北
村
字
西
久
保
五
九
番
、
七
〇
番

徳
島
市
庄
町
一
丁
目
二
八
番

株
式
会
社
加
藤
不
動
産

一
及
び
七
一
番
並
び
に
五
九
番
及
び
七
一
番
の
各

地
一
六

地
先
町
有
地

同

字
東
蛭
子
四
〇
番
一
一
、
四

同

万
代
町
二
丁
目
四
番

株
式
会
社
フ
ィ
ー
ル
ズ

一
番
三
、
四
二
番
一
及
び
四
二
番
二

地
七



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
条
例
の
制
定

又
は
改
廃
の
請
求
及
び
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
の
請
求
を
す
る
場
合
の
県
議
会
議

員
及
び
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日徳

島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一
二
、
四
一
一
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
議
会
の
解

散
の
請
求
、
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
解
職
の
請
求
及
び
同
法
第
八
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
主
要
公
務
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
県
議
会
議
員
及
び
知
事
の
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日徳

島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一
七
〇
、
〇
八
六
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
議
会
議
員
の

解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
県
議
会
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日徳

島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

選

挙

区

名

数

徳

島

七
一
、
二
九
一
人

鳴

門

一
六
、
〇
〇
三
人

小
松
島
・
勝
浦

一
二
、
四
五
七
人

阿

南

二
〇
、
〇
四
九
人

吉

野

川

一
一
、
三
八
二
人

阿

波

一
〇
、
三
一
五
人

美

馬

一
〇
、
四
四
八
人

三

好

第

一

七
、
一
一
一
人

名

西

八
、
六
二
〇
人

那

賀

二
、
三
〇
九
人

海

部

五
、
六
一
四
人

板

野

二
七
、
二
九
二
人

三

好

第

二

三
、
九
五
一
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
県
教
育
委
員
会
の
教
育
長
又
は
委
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
知
事
の
選
挙
権

を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日徳

島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一
七
〇
、
〇
八
六
人
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